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電子証明書等特別控除（5,000円の税額控除）とは？

●電子証明書を添付して電子申告で所得税の確定申告書を提出した人が、所得税額から 
　5,000円（その年分の所得税額を限度）の税額控除（平成19年分または平成20年分の
　いずれか1回）を受けられる制度です。
●年末調整を行った給与所得者もその対象となっており、最大で5,000円の還付を受け
　られます。
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電子申告を安全に行うために、本人確認や改ざんの防
止等の目的で使用するもので、書面手続でいう「印鑑」
に相当するものです。
今回使用する電子証明書は、公的個人認証サービスが
発行するもの（住基カード）で、住民登録している市区
町村で取得します。

電子証明書とは？

電子申告の流れ
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この資料は、源泉所得税の納税者である従業員のみなさまが自らインターネットを使って国税庁のホーム
ページにアクセスし、税額控除（還付）を申請するための参考資料です。会社がみなさまに代わって申告
するものでないことにご注意ください。
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  電子申告により平成19年分の所得税の確定申告書を提出すれば、

�����?� 	Â�Ì	{�s�›���Ç	† （5,000円の税額控除）
　 が受けられます。


